
部局 部局 部局 部局

7 ④ 福祉部 6 ② 教育庁 1 ① 教育庁 19 ②
福祉部、健康医療部、商
工労働部、教育庁（※）

11 ① 福祉部 7 ① 教育庁 1 ② 教育庁 52 商工労働部

11 ② 福祉部 7 ② 教育庁 1 ③ 教育庁 53 ① 住宅まちづくり部

11 ③ 福祉部 7 ③ 教育庁 1 ④ 教育庁 53 ③ 住宅まちづくり部

11 ④ 福祉部 8 ① ア 教育庁 1 ⑤ 教育庁 54 ① 住宅まちづくり部

13 福祉部、教育庁（※） 8 ① イ 教育庁 1 ⑥ 教育庁 58 総務部

8 ① ウ 教育庁 1 ⑦ 教育庁

8 ① エ 教育庁 1 ⑧ 教育庁

8 ① オ 教育庁 1 ⑨ 教育庁

8 ② 教育庁 1 ⑩ 教育庁

8 ③ ア 教育庁 1 ⑪ 教育庁 26 福祉部

8 ③ イ 教育庁 1 ⑫ 教育庁 27 ① 福祉部

14 ① 福祉部 8 ③ ウ 教育庁 2 ② ウ 教育庁 27 ② 福祉部

14 ② 福祉部 8 ③ エ 教育庁 3 ① 教育庁 27 ③ 福祉部

14 ③ 福祉部 8 ④ 教育庁 3 ② 教育庁 27 ④ 福祉部

14 ④ 福祉部 8 ⑤ 教育庁 3 ③ 教育庁 27 ⑤ 福祉部

14 ⑤ 福祉部 8 ⑥ 教育庁 3 ④ 教育庁 27 ⑥ 福祉部

15 福祉部 8 ⑦ 教育庁 3 ⑤ 教育庁 27 ⑦ 福祉部

16 健康医療部 8 ⑧ 教育庁 5 ① 教育庁 27 ⑧ 福祉部

17 健康医療部 9 ① 教育庁 5 ② 教育庁 27 ⑨ 福祉部

19 ①
福祉部、健康医療部、教
育庁（※）

9 ② 教育庁 5 ③ 教育庁 27 ⑩ 福祉部

19 ②
福祉部、健康医療部、商
工労働部、教育庁（※）

9 ③ 教育庁 27 ⑫ 福祉部

20 健康医療部 9 ⑤ 教育庁 27 ⑬ 福祉部

21 福祉部、健康医療部 10 教育庁

22 ① 健康医療部 19 ①
福祉部、健康医療部、教
育庁（※）

22 ② 健康医療部 19 ②
福祉部、健康医療部、商
工労働部、教育庁（※）

23 健康医療部

24 健康医療部 12 教育庁

25 健康医療部 13 教育庁

27 ⑪ 福祉部、健康医療部 2 ② エ 教育庁 28 ① 福祉部

2 ③ 教育庁 29 ① 福祉部

2 ④ 教育庁 29 ② 福祉部

2 ⑤ 教育庁 29 ③ 福祉部

2 ⑥ 教育庁 30 ① 福祉部

49 健康医療部 4 ① 教育庁 30 ② 福祉部

51 健康医療部 4 ② 教育庁 30 ③ 福祉部

53 ② 都市整備部 4 ③ 教育庁 30 ④ ア 福祉部

54 ② 福祉部 30 ④ イ 福祉部

55 ② 都市整備部 30 ④ ウ 福祉部

56 福祉部 30 ⑤ 福祉部

30 ⑥ 福祉部

46 福祉部 31 ① 福祉部

47 ① 福祉部 31 ② 福祉部

47 ② 福祉部 32 ① 福祉部

47 ③ 福祉部 32 ② 福祉部

47 ④ 福祉部 32 ③ 福祉部

47 ⑤ 福祉部 32 ④ 福祉部

47 ⑥ 福祉部 32 ⑤ 福祉部

48 ① 福祉部 32 ⑥ 福祉部

48 ② 福祉部 32 ⑦ 福祉部

48 ③ 福祉部

48 ④ 福祉部

33 ① 福祉部

33 ② 福祉部

33 ③ 福祉部

34 福祉部

40 福祉部

41 ① 福祉部

41 ② 福祉部

41 ③ ア 福祉部

41 ③ イ 福祉部

42 福祉部

43 福祉部

44 福祉部

45 福祉部

平成30年6月22日現在

（職員入替）AM②  11：00～12：00

7月18日（水）10：00～17：00

日赤会館　３０２・３０３会議室
番号

AM①  10：00～11：00

＜医療＞
＜就労＞

＜まちづくり・防災・参政権保障＞

※19②の
福祉部、

健康医療部分は
7/2（月）13－15

教育庁分は
7/4（水）10－12

7月4日（水）10：00～12：00

日赤会館　３０２会議室
番号

AM  10：00～12：00

＜教育＞
＜医療＞

PM① 13：00～15：00

番号

AM 11：00～12：00

＜教育＞
＜障害児の放課後保障＞

＜医　　療＞
＜障害者福祉施策＞

7月2日（月）11:00～16：00

日赤会館　４０１会議室

※19①②の
福祉部、

健康医療部分は
7/2（月）13－15
商工労働部分は
7/18（水）10-11

（職員入替）PM②　15：00～16：00

『障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会（障連協）』応接時間割（日時順）

※13の
教育庁分は

7/10（火）13-14

休憩（12：00～13：00）

※19①②の
教育庁分は

7/4（水）10－12
商工労働部分は
7/18（水）10-11

休憩（12：00～13：00）

＜障害者福祉施策＞

休憩（12：00～13：00）

PM①  13：00～14：00

＜教育＞
＜障害児の放課後保障＞

※13の
福祉部分は

7/2（火）10-12＜就労＞
＜まちづくり・防災・参政権保障＞

7月10日（火）10：00～15：00

日赤会館　４０１会議室
番号

AM  10：00～12：00

＜教育＞

（職員入替）PM②  14：00～15：00

＜障害者福祉施策＞
＜介護保険＞

＜障害者福祉施策＞

（職員入替）PM② 15：00～17：00

PM①  13：00～15：00

＜障害者福祉施策＞


